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○ 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第  号 

  デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 三 十 七 号 ） 第 五 十 一 条 及 び 附 則 第 五 十 四 条 の 規 定 の 施 行 に 伴 い 、 並 び に

関 係 法 令 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン （ 事 業 者 編 ） （ 平 成 二 十 六 年 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。 

令 和 四 年  月  日                                                                      個 人 情 報 保 護 委 員 会 委 員 長 丹 野 美 絵 子                       

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 

改 正 後 改 正 前 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

(事業者編) 

目次  

[略] 

 

第１ はじめに 

 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律」（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

う。）に基づく社会保障・税番号制度（以下「番号制度」とい

う。）は、社会保障、税及び災害対策の分野における行政運営

の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社

会を実現するための社会基盤として導入されるものである。 

一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元

管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等へ

の懸念が示されてきた。 

 

個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

(事業者編) 

目次  

[同左] 

 

第１ はじめに 

 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律」（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

う。）に基づく社会保障・税番号制度（以下「番号制度」とい

う。）は、社会保障、税及び災害対策の分野における行政運営の

効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を

実現するための社会基盤として導入されるものである。 

一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管

理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸

念が示されてきた。 

 

個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に
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に関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」（平

成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）があ

り、これに加えて、地方公共団体では個人情報の保護に関する

条例等も定められている。 

 

番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例

として、個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人

情報」という。）の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措

置を定めている。 

 

本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者（個人情報保

護法第２条第11項に規定する行政機関等を除く。以下「事業

者」という。）が特定個人情報の適正な取扱いを確保するため

の具体的な指針を定めるものである。 

 

 

なお、個人情報保護法第58条第１項各号に掲げる法人は、番

号法及び個人情報保護法第125条によって個人情報保護法が適用

される部分の特定個人情報の取扱いについては、特定個人情報

の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編）を参照

する必要がある。 

 

本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「して

はならない」と記述している事項については、これらに従わな

関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」（平成15

年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）があり、ま

た、地方公共団体では個人情報の保護に関する条例等において各

種保護措置が定められている。 

 

番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例と

して、個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情

報」という。）の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を

定めている。 

 

本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者（個人情報保護

法第２条第11項に規定する行政機関等、地方公共団体及び同法第

２条第10項に規定する地方独立行政法人を除く。以下「事業者」

という。）が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体

的な指針を定めるものである。 

 

なお、個人情報保護法別表第２に掲げる法人は、番号法及び個

人情報保護法第123条によって個人情報保護法が適用される部分

の特定個人情報の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱

いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）を参

照する必要がある。 

 

本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「しては

ならない」と記述している事項については、これらに従わなかっ
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かった場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望

ましい」と記述している事項については、これに従わなかった

ことをもって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号

法の趣旨を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応

することが望まれるものである。 

 

 

以下、本ガイドラインの構成は、次のとおりとなっている。 

 

「第２ 用語の定義等」においては、本ガイドラインで使用

する用語の定義等を記載している。 

 

「第３ 総論」においては、本ガイドラインの位置付け、特

定個人情報に関する番号法上の保護措置の概略等について解説

している。 

 

「第４ 各論」においては、各項目に要点を枠囲みにして示

すとともに、番号法上の保護措置及び安全管理措置について解

説している。また、実務上の指針及び具体例を記述しているほ

か、留意すべきルールとなる部分についてはアンダーラインを

付している。 

 

＊印は、事業者の実際の事務に即した具体的な事例を記述し

たものである。なお、事例の記述は、理解を助けることを目的

た場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望まし

い」と記述している事項については、これに従わなかったことを

もって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨

を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが

望まれるものである。 

 

 

以下、本ガイドラインの構成は、次のとおりとなっている。 

 

「第２ 用語の定義等」においては、本ガイドラインで使用す

る用語の定義等を記載している。 

 

「第３ 総論」においては、本ガイドラインの位置付け、特定

個人情報に関する番号法上の保護措置の概略等について解説して

いる。 

 

「第４ 各論」においては、各項目に要点を枠囲みにして示す

とともに、番号法上の保護措置及び安全管理措置について解説し

ている。また、実務上の指針及び具体例を記述しているほか、留

意すべきルールとなる部分についてはアンダーラインを付してい

る。 

 

＊印は、事業者の実際の事務に即した具体的な事例を記述した

ものである。なお、事例の記述は、理解を助けることを目的とし
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として典型的な例を示したものであり、全ての事案を網羅する

ことを目的とするものではない。 

 

第２ [略]  

 

第３ 総論 

第３－１ 目的 

個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）は、個人情

報保護法第131条に基づき、行政機関等の事務及び事業の適正

かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活

用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民

生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性

に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適

正な取扱いの確保を図ること（個人番号関係事務実施者又は個

人番号利用事務実施者に対する指導及び助言その他の措置を講

ずることを含む。）を任務としている。本ガイドラインは、番

号法第４条及び個人情報保護法第131条に基づき、事業者が特

定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定

めるものである。 

 

第３－２ 本ガイドラインの適用対象等 

⑴ 本ガイドラインの適用対象 

番号法は、行政機関等（個人情報保護法第２条第11項に規

定する行政機関等をいう。以下同じ。）又は事業者の別を問

て典型的な例を示したものであり、全ての事案を網羅することを

目的とするものではない。 

 

第２ [同左] 

 

第３ 総論 

第３－１ 目的 

個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）は、個人情

報保護法第128条に基づき、行政機関等の事務及び事業の適正

かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活

用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民

生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性

に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適

正な取扱いの確保を図ること（個人番号関係事務実施者又は個

人番号利用事務実施者に対する指導及び助言その他の措置を講

ずることを含む。）を任務としている。本ガイドラインは、番

号法第４条及び個人情報保護法第128条に基づき、事業者が特

定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定

めるものである。 

 

第３－２ 本ガイドラインの適用対象等 

⑴ 本ガイドラインの適用対象 

番号法は、行政機関等（行政機関、地方公共団体、独立行

政法人等又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。）又は事
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わず、個人番号を取り扱う全ての者を適用の対象としてお

り、本ガイドラインは、番号法の適用を受ける者のうち事業

者を対象とするものである。 

なお、事業者のうち金融機関が行う金融業務に関しては、

「第４ 各論」に相当する部分について、「（別冊）金融業

務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライ

ン」を適用するものとする。 

   

⑵ [略] 

 

[第３－３～第３－５ 略] 

第３－６ 特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応  

個人データの漏えい等事案が発生した場合、個人情報取扱事

業者は個人情報保護法、「個人情報の保護に関する法律施行規

則」（平成28年個人情報保護委員会規則第３号）及び個人情報

保護法ガイドライン等に基づき報告等が求められているところ

であるが、特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、個人

番号利用事務等実施者である事業者には、番号法第29条の４、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第29条の４第１項及び第２項に基づく特定個人情

報の漏えい等に関する報告等に関する規則」（平成27年特定個

人情報保護委員会規則第５号）及び本ガイドライン「（別添

２）特定個人情報の漏えい等に関する報告等（事業者編）」に

基づき報告等が求められる。 

業者の別を問わず、個人番号を取り扱う全ての者を適用の対

象としており、本ガイドラインは、番号法の適用を受ける者

のうち事業者を対象とするものである。 

なお、事業者のうち金融機関が行う金融業務に関しては、

「第４ 各論」に相当する部分について、「（別冊）金融業

務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライ

ン」を適用するものとする。 

 

⑵ [同左] 

 

[第３－３～第３－５ 同左] 

第３－６ 特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応  

個人データの漏えい等事案が発生した場合、個人情報取扱事

業者は個人情報保護法、「個人情報の保護に関する法律施行規

則」（平成28年個人情報保護委員会規則第３号）及び個人情報

保護法ガイドライン等に基づき報告等が求められているところ

であるが、特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事業

者には、番号法第29条の４、「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第29条の４第１項及

び第２項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関

する規則」（平成27年特定個人情報保護委員会規則第５号）及

び本ガイドライン「（別添２）特定個人情報の漏えい等に関す

る報告等（事業者編）」に基づき報告等が求められる。 
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改 正 後 改 正 前 

 

第３－７ [略] 

 

第４ 各論 

第４－１ 特定個人情報の利用制限 

第４－１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

[略]  

（関係条文） 

[略] 

 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

[略] 

＊ [略] 

（注）[略] 

Ａ 個人番号を利用することができる事務の範囲 

ａ 個人番号利用事務（番号法第９条第１項から第３項） 

個人番号利用事務とは、主として、行政機関等が、社会保

障、税及び災害対策に関する特定の事務において、保有して

いる個人情報の検索、管理のために個人番号を利用すること

をいう。事業者においては、健康保険組合等の一部の事業者

が法令に基づきこの事務を行う。 

なお、個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、個人番

号利用事務を行うことができる。この場合において、行政機

 

第３－７ [同左] 

 

第４ 各論 

第４－１ 特定個人情報の利用制限 

第４－１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

[同左]  

（関係条文） 

[同左] 

 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

[同左] 

＊ [同左] 

（注）[同左] 

Ａ 個人番号を利用することができる事務の範囲 

ａ 個人番号利用事務（番号法第９条第１項から第３項） 

個人番号利用事務とは、主として、行政機関等が、社会保

障、税及び災害対策に関する特定の事務において、保有して

いる個人情報の検索、管理のために個人番号を利用すること

をいう。事業者においては、健康保険組合等の一部の事業者

が法令に基づきこの事務を行う。 

なお、個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、個人番

号利用事務を行うことができる。この場合において、行政機
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関等から委託を受けたときは、委託に関する契約の内容に応

じて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

（行政機関等編）」が適用されることとなる。 

 

ｂ [略] 

Ｂ [略] 

２ [略] 

 

[第４－２・第４－３ 略] 

 

第４－４ 第三者提供の停止に関する取扱い 

要点 

[略]  

（関係条文） 

[略] 

 
● 第三者提供の停止（番号法第30条第２項により読み替えて適

用される個人情報保護法第35条第３項及び第４項） 

[略] 

※ なお、個人情報保護法第58条により適用されない者はこの限りで

はない。 

 

第４－５ [略] 

 

関等から委託を受けたときは、委託に関する契約の内容に応

じて、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

（行政機関等・地方公共団体等編）」が適用されることとな

る。 

ｂ [同左] 

Ｂ [同左] 

２ [同左] 

 

[第４－２・第４－３ 同左] 

 

第４－４ 第三者提供の停止に関する取扱い 

要点 

[同左]  

（関係条文） 

[同左] 

 
● 第三者提供の停止（番号法第30条第２項により読み替えて適

用される個人情報保護法第35条第３項及び第４項） 

[同左] 

※ なお、個人情報保護法第58条により適用されない個人情報保護法

別表第２に掲げる法人はこの限りではない。 

 

第４－５ [同左] 
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第４－６ 個人情報保護法の主な規定 

個人情報取扱事業者（同法第58条第２項の規定により同法第

16条第２項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる同法第

58条第２項各号に掲げる者を含む。）は、特定個人情報の適正

な取扱いについて、次のとおり個人情報保護法の適用を受ける

ので留意する必要がある（番号法第30条第２項により個人情報

保護法第18条第３項第３号から第６号まで、第20条第２項及び

第27条から第30条までの規定は適用除外）。 

なお、個人情報保護法第58条で適用が除外されている規定は

この限りではない。 

 

[Ａ～Ｏ 略] 

 

第４－７ 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等におけ

る措置等 

[略] 

１ [略] 

２ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連

携等 

  [略] 

[Ａ～Ｃ 略] 

 

Ｄ 情報提供等の記録の取扱い（番号法第31条第３項） 

[略] 

第４－６ 個人情報保護法の主な規定 

個人情報取扱事業者（同法第58条第２項の規定により同法第

16条第２項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行

政法人労働者健康安全機構を含む。）は、特定個人情報の適正

な取扱いについて、次のとおり個人情報保護法の適用を受ける

ので留意する必要がある（番号法第30条第２項により個人情報

保護法第18条第３項第３号から第６号まで、第20条第２項及び

第27条から第30条までの規定は適用除外）。 

なお、個人情報保護法第58条で適用が除外されている規定は

この限りではない。 

 

[Ａ～Ｏ 同左] 

 

第４－７ 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等におけ

る措置等 

 [同左] 

１ [同左] 

２ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連

携等 

  [同左] 

[Ａ～Ｃ 同左] 

 

Ｄ 情報提供等の記録の取扱い（番号法第31条第３項） 

[同左] 
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改 正 後 改 正 前 

[ａ～ｅ 略] 

 

ｆ 安全確保の措置（番号法第31条第３項により準用される個

人情報保護法第66条第１項（同条第２項（第１号及び第５

号（同項第１号に係る部分に限る。）に係る部分に限

る。）において準用する場合も含む。）） 

[略] 

 

ｇ [略] 

 

 

ｈ 開示 

情報提供等の記録の開示については、個人情報保護法第76

条から第84条まで、第86条、第87条、第89条第４項から第６

項までが準用される。なお、次に掲げる事項については、番

号法第31条第３項によって読み替えて準用されるため留意す

る必要がある。 

 

① [略] 

 

② 開示の手数料（番号法第31条第３項により読み替えて準

用される個人情報保護法第89条第４項） 

[略] 

 

[ａ～ｅ 同左] 

 

ｆ 安全確保の措置（番号法第31条第３項により準用される個

人情報保護法第66条第１項（同条第２項（第１号及び第４

号（同項第１号に係る部分に限る。）に係る部分に限

る。）において準用する場合も含む。）） 

[同左] 

 

ｇ [同左] 

 

 

ｈ 開示 

情報提供等の記録の開示については、個人情報保護法第76

条から第84条まで、第86条、第87条、第89条第３項から第５

項までが準用される。なお、次に掲げる事項については、番

号法第31条第３項によって読み替えて準用されるため留意す

る必要がある。 

  

① [同左] 

 

② 開示の手数料（番号法第31条第３項により読み替えて準

用される個人情報保護法第89条第３項） 

[同左] 
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改 正 後 改 正 前 

ⅰ 訂正等 

[略] 

 

① 情報提供等の記録の提供先への通知（番号法第31条第３

項により読み替えて準用される個人情報保護法第97条） 

情報提供等の記録の訂正等が行われた場合において、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び情報照会者若

しくは情報提供者又は条例事務関係情報照会者若しくは条

例事務関係情報提供者に対し、遅滞なく、その旨を書面に

より通知しなければならない。 

 

ｊ 開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等（番

号法第31条第３項により準用される個人情報保護法第127

条） 

[略] 

 

（別添１）特定個人情報に関する安全管理措置 

（事業者編） 

[略] 

  

（別添２）特定個人情報の漏えい等に関する報告等 

（事業者編） 

 [略] 

 

ⅰ 訂正等 

[同左] 

 

① 情報提供等の記録の提供先への通知（番号法第31条第３

項により読み替えて準用される個人情報保護法第97条） 

情報提供等の記録の訂正等が行われた場合において、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び情報照会者若

しくは情報提供者又は条例事務関係情報照会者に対し、遅

滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。 

 

 

ｊ 開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等（番号

法第31条第３項により準用される個人情報保護法第125

条） 

[同左] 

 

（別添１）特定個人情報に関する安全管理措置 

（事業者編） 

[同左] 

  

（別添２）特定個人情報の漏えい等に関する報告等 

（事業者編） 

 [同左] 
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改 正 後 改 正 前 

（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン 

目次  

[略] 

※ [略] 

<参考> [略] 

 

別冊の位置付け [略] 

 

[１～５ 略] 

 

６ 個人情報保護法の主な規定 

個人情報取扱事業者（同法第58条第２項の規定により同法第

16条第２項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる同法第

58条第２項各号に掲げる者を含む。）は、特定個人情報の取扱

いについて、次のとおり個人情報保護法の適用を受けるので留

意する必要がある（番号法第30条第２項により個人情報保護法

第18条第３項第３号から第６号、第20条第２項及び第27条から

第30条までの規定は適用除外 ）。 

なお、個人情報保護法第58条で適用が除外されている規定は

この限りではない。 

 

[Ａ～Ｏ 略] 

（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン 

目次  

[同左] 

※ [同左] 

<参考> [同左] 

 

別冊の位置付け [同左] 

 

[１～５ 同左] 

 

６ 個人情報保護法の主な規定 

個人情報取扱事業者（同法第58条第２項の規定により同法第

16条第２項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行

政法人労働者健康安全機構を含む。）は、特定個人情報の取扱

いについて、次のとおり個人情報保護法の適用を受けるので留

意する必要がある（番号法第30条第２項により個人情報保護法

第18条第３項第３号から第６号、第20条第２項及び第27条から

第30条までの規定は適用除外 ）。 

なお、個人情報保護法第58条で適用が除外されている規定は

この限りではない。 

 

[Ａ～Ｏ 同左] 
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附 則 
 こ の 告 示 は 、 デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 五 十 一 条 及 び 附 則 第 五 十 四 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 五 年 四 月 一

日 ） か ら 施 行 す る 。 
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